
交響楽団等の育成に関する事業実施基準 

（目的） 

第１条 この基準は、公益財団法人熊谷市文化振興財団（以下「財団」という。）

の定款第４条第１項第１号に規定する交響楽団等の育成に関する事業（以下

「事業」という。）を実施するにあたり必要な基準を定める。 

（定義） 

第２条 交響楽団等とは、熊谷文化創造館、大里生涯学習センター及び江南総

合文化会館（以下「三館」という。）を利用し管弦楽、吹奏楽等の音楽活動又

は演劇、芸能等の舞台活動を行い、次の要件を満たす団体をいう。 

（１）アマチュアの団体であること。 

（２）三館を中心に活動している団体であること。 

（３） 不特定多数の鑑賞者を対象に、定期の有料公演を毎年度行っていること。 

（４） 熊谷市民を対象にしたワークショップを毎年度行っていること。 

（登録申請） 

第３条 交響楽団等は、財団に対し登録申請を行うことができる。 

２ 登録申請を行おうとする団体は、理事長の定める期日までに次の書類を提

出しなければならない。 

（１）交響楽団等の育成に関する団体登録申請書（様式第１号） 

（２）登録申請の前年度の事業報告書及び収支決算書 

（３）登録申請年度の事業計画書及び収支予算書 

（４）その他理事長が必要と認める書類 

（登録の決定及び通知） 

第４条 理事長は、前条に基づく登録申請があったときは、交響楽団等審査会

（以下「審査会」という。）に諮るものとする。 

２ 審査会は、申請の内容を審査し、その結果を理事長に報告するものとする。 

３ 理事長は、審査会の報告を受け、登録の可否を決定し、速やかに申請者に

通知するものとする。（様式第２号） 

（登録楽団等） 

第５条 財団は、前条の規定により登録が認められた交響楽団等を、登録楽団

等として登録するものとする。 

２ 登録楽団等の登録期間は、登録した日から１年間とする。 

（財団の支援）  

第６条 財団は、登録楽団等の育成を図るため、次の支援を行うものとする。

ただし、理事会及び評議員会で認められたものに限る。 

（１）登録楽団等が三館で行う定期公演の共催 

（２）登録楽団等が行う公演の質の向上を図るための人材の招聘に対する経     



費の助成 

（３）登録楽団等が行うワークショップの共催 

（４）登録楽団等が三館の練習室又はリハーサル室を利用し、定期練習を行う

場合の優先予約による有償貸与 

（５）その他財団が必要と認める事項 

（協定の締結） 

第７条 財団と登録楽団等は、事業を円滑に推進するため、協定を締結するも

のとする。 

（登録の取り消し） 

第８条 財団は、登録楽団等が前条の規定に基づく協定に違反した場合は、登

録の取り消しを行うことができる。 

（委任） 

第９条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

 附 則 

この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 



様式第１号 

交響楽団等の育成に関する団体登録申請書 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人熊谷市文化振興財団 

理事長  小 林  哲 也 あて 

 

住所又は所在地 

 

団体名 

 

代表者名            印 

電話番号 

 

交響楽団等の育成に関する事業実施基準第３条の規定により、次のとおり申

請します。 

団体の概要 

 

 

 

 

 

 

 

現在の所属人員                  人 

これまでの 

主な活動 

 

 

 

 

 

 

 

 



定期公演の実施状況（過去３年） 

実施年月日 公演名 チケット料 観客者数 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

使用施設名 

□熊谷文化創造館ホール（太陽・月） 

□大里生涯学習センターホール 

□江南総合文化会館ホール 

 

ワークショップ（ＷＳ）の実施状況 （過去３年） 

実施年月日 ＷＳ名 実施内容 参加者数 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

使用施設名 

□熊谷文化創造館（           ） 

□大里生涯学習センター（        ） 

□江南総合文化会館（          ） 

 

担当者 

住所・連絡先 

〒  －   

 

電話番号（     ）     － 

添付書類 

① 前年度事業報告書及び収支決算書 

② 申請年度事業計画書及び収支予算書 

③ その他理事長が必要と認める書類 

 

 



様式第２号 

公財熊文第     号 

令和  年  月  日 

 

交響楽団等の育成に関する団体登録の可否通知書 

       

         様 

公益財団法人熊谷市文化振興財団 

理事長  小 林  哲 也  印 

 

  令和 年 月 日付けで申請のあった交響楽団等の育成に関する団体登録

について、選考の結果を通知します。 

 

 

登録の可否        可      否 

 

決定の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年度事業報告書 

                    

月 日 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

実施団体名                              

氏名又は代表者名                        印 

 



令和  年度収支決算書 

（単位円） 

収入の部                     

項目 収入済額 内容 

   

   

   

   

   

   

   

計   

支出の部 

項目 支出済額 内容 

   

   

   

   

   

   

   

計   

＊収支合計差額                          円 

 

令和  年  月  日 

実施団体名                              

氏名又は代表者名                        印  

 

 



令和  年度事業計画書 

                    

月 日 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

実施団体名                              

氏名又は代表者名                        印 

 

 



令和  年度収支予算書 

（単位円） 

収入の部                     

項目 収入額 内容 

   

   

   

   

   

   

   

計   

支出の部 

項目 支出額 内容 

   

   

   

   

   

   

   

計   

＊収支合計差額                          円 

 

令和  年  月  日 

実施団体名                              

氏名又は代表者名                        印  

 


